
議会議案第８号 

 

   議会基本条例の制定に関する調査特別委員会の設置について 

 

 議会が担うべき役割を果たすために必要な基本的事項を定める議会基本条例

について、議会として特別委員会を設置し、その制定に向けた調査研究をこれ

に付託したい。 

 よって、ここに議案として提出する。 
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記 

 

１ 名 称  議会基本条例の制定に関する調査特別委員会 

 

２ 付 議 事 件  議会基本条例の制定に関する調査研究 

 

３ 委員の定数  10 名 

 

４ その他 

（１）本特別委員会は、地方自治法第 109 条第１項及び鎌倉市議会委員会条例

第３条の規定により設置する。 

（２）この特別委員会は、調査のため必要があるときは、議長を通じて資料の

提出を求めることができる。 

（３）本特別委員会の設置期間は、その目的を達するまでとし、閉会中も審査

することができる。 


